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社会福祉法人の書類等について 
作成 備置き・閲覧 所轄庁への届出 公表 

有
無 

根拠規定 
有
無 

根拠規定 
有
無 

根拠規定 
有
無 

根拠規定 

計
算
書
類
等 

計算書類（貸借対照表・事業活動計算書・
資金収支計算書） 

○ 法第45条の27第2項 ○ 
法第45条の32第1

項・第2項 
○ 法第59条第1号 ○ 

法第59条の2第1項第
3号・省令第10条第3

項第1号 

計算書類の附属明細書 ○ 法第45条の27第2項 ○ 
法第45条の32第1

項・第2項 
○ 法第59条第1号 － 

事業報告 
（法人の状況に関する重要な事項等） 

○ 法第45条の27第2項 ○ 
法第45条の32第1

項・第2項 
○ 法第59条第1号 － 

事業報告の附属明細書 
（事業報告の内容を補足する重要な事項） 

○ 法第45条の27第2項 ○ 
法第45条の32第1

項・第2項 
○ 法第59条第1号 － 

監査報告（会計監査報告を含む） ○ 法第45条の28 ○ 
法第45条の32第1

項・第2項 
○ 法第59条第1号 － 

財
産
目
録
等 

財産目録 ○ 
法第45条の34第1項

第1号 
○ 

法第45条の34第1項
第1号 

○ 法第59条第2号 － 

役員等名簿 
（役員等の氏名及び住所を記載した名簿） 

○ 
法第45条の34第1項

第2号 
○ 

法第45条の34第1項
第2号 

○ 法第59条第2号 ○ 
法第59条の2第1項第
3号・省令第10条第3

項第2号 

報酬等の支給の基準を記載した書類 
（役員等報酬等支給基準） 

○ 
法第45条の34第1項

第3号 
○ 

法第45条の34第1項
第3号 

○ 法第59条第2号 ○ 
法第59条の2第1項第

2号 

事業の概要
等 

現況報告書 ○ 

法第45条の34第1項
第4号・省令第2条の
41第1号～第13号及

び第16号 

○ 

法第45条の34第1項
第4号・省令第2条の
41第1号～第13号及

び第16号 

○ 法第59条第2号 ○ 
法第59条の2第1項第
3号・省令第10条第3

項第2号 

事業計画書 △ 
法第45条の34第1項
第4号・省令第2条の

41第15号 
△ 

法第45条の34第1項
第4号・省令第2条の

41第15号 
△ 法第59条第2号 － 

算定シート ○ 
法第45条の34第1項
第4号・省令第2条の

41第14号 
○ 

法第45条の34第1項
第4号・省令第2条の

41第14号 
○ 法第59条第2号 － 

社会福祉充実計画 
（社会福祉充実残額がある場合のみ） 

○ 法第55条の2第1項 － ○ 法第55条の2第1項 ○ 事務処理基準 

※１ △は定款で作成することになっている場合 
※２ 上記のほか、定款については、備置き・閲覧、公表をする必要がある。 1 



  社会福祉法人改革の施行スケジュールについて 

  
２８年度 ２９年度 
～３月 ４～６月 ７月～ 

関係法令 
改正等 

法人 

評議員会 
関係 

理事会 
関係 

会計監査人 
関係 

社会福祉充実
計画関係 

※残額のある法人の
み計画作成 

所
轄
庁 

定款変更等 

地域協議会 

指導監査 

財務諸表等電子 
開示システム 

○新評議員による定時評議員会の
開催（決算、新役員、報酬基準等） 

○旧役員による理事会の開催
（決算、新役員等） 

○定款変更認可 

●施行 

●旧評議員任期満了 
 新評議員の任期開始 

○充実計画承認 

○定時評議員会による会計監査人
の選任 

○定時評議員会
による承認 

○会計監査開始 

○適宜Ｑ＆Ａ発出 

○会計監査人候補者の選定 
  ⇒ 予備調査の実施 
○予備調査の結果に基づく法人

による改善 

●旧役員任期満了 
  新役員の任期開始 

○新役員による理事会の
開催（理事長の選定等） 

○公認会計士・税理士による確認 
 ※地域公益事業を位置付ける場合には

、地域協議会等の意見聴取 

○会計監査
契約締結 

○所轄庁への承認申請 

○定款変更（新評議員の選任方法
等）の手続（理事会等の開催） 

○評議員選任・解任委員会の開催 
○新評議員の選任 

○本格稼働 

○指導監査の実施 ○所轄庁職員への研修 

○試行運用の結果を反映 

２週間空ける※ 

←定時評議員会終結時 

※ 計算書類等を定時評議員会の日の２週間前から備え置くことが必要なため、決算承認理事会と定時評議員会は、２週間空けて開催することが必要がある。 

○地域協議会の運営主体の検討、
立ち上げ準備 

○地域協議会の開催 

○入力様式（本格稼働版）のダウンロード開始 

＜決算見込み＞ 
○社会福祉充実残額の試算 
  ↓（残額がある場合のみ） 

○社会福祉充実計画（案）の検討・作成 

○監査要綱、監査ガイドライン等の発出 

○現況報告書等の様式発出 

○自治体向け操作説明会 ○厚生労働省への情報の提供 
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期間 月日 主要項目 

3月31日 ○決算期 

5月10日 
○事業報告等（事業報告及びその附属明細書）の提出（理事→各監事） 
○計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録の提出（理事→各監事） 
＜（必要に応じて）特定理事の選定（任意）＞ 

○監事監査の実施 
 ・監事で監事監査の実施方法（日程、職務分担など）について協議 
 ・業務監査及び会計監査の実施 
 ・監査報告の作成 
＜（必要に応じて）特定監事の選定（任意）＞ 

5月29日 ○監査報告の提出（特定監事→特定理事） 

5月31日 
○理事会の開催（旧役員による） 注）招集通知の発出は1週間前（招集手続の省略可） 

 ・事業報告等、計算関係書類及び財産目録の承認 
 ・定時評議員会の日時・場所、議題等（決算・新役員・報酬基準等※）の決定 

6月1日 ○事業報告等、計算関係書類及び監査報告を事務所に備置き 

6月1日 
○定時評議員会の招集通知の発出 
 （計算書類、事業報告、財産目録及び監査報告の提供） 

6月16日 
○定時評議員会の開催 
 ・計算書類及び財産目録の承認、事業報告の報告 
 ・新役員の選任、報酬基準の承認等※ 

○理事会の開催（新役員による） 注）招集通知の発出は1週間前（招集手続の省略可） 

 ・理事長の選定等 

○理事長等の登記（理事長選定後２週間以内） 

6月30日
まで 

○資産の総額の登記 
○所轄庁への届出・公表 
○財産目録等を事務所に備置き 

2週間前の日から 
（中14日間） 

1週間前まで 
（中7日間） 

4週間経過日 
（6月8日） 

まで 

毎
会
計
年
度
終
了
後
3
月
以
内 

※ 社会福祉充実残額がある法人は、社会福祉充実計画の承認も併せて行うこととなる。 

  平成28年会計年度の決算関係スケジュール（例） 

注）あくまで、例示であることから、各社会福祉法人の実態に応じて適切に実施していただきたい。 
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 監事は、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録
を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなけ
ればならない（改正後社会福祉法施行規則第２条の27及び第２条の40
第２項）。 
・ 監事の監査の方法及びその内容 
・ 計算関係書類が当該法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全

ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 
・ 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
・ 追記情報（会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な偶発事象などの事項の

うち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容の
うち強調する必要がある事項） 

・ 監査報告を作成した日  

  監事の監査報告について 

 監事は、事業報告等（事業報告及びその附属明細書）を受領したとき
は、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない（
改正後社会福祉法施行規則第２条の36）。 
・ 監事の監査の方法及びその内容 
・ 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該法人の状況

を正しく示しているかどうかについての意見 
・ 当該法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは

定款に違反する重大な事実があったときは、その事実 
・ 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
・ 内部管理体制の整備に関する決定又は決議の内容の概要及び当該体

制の運用状況の概要（監査の範囲に属さないものを除く）がある場
合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨
及びその理由 ※初年度は該当なし。 

・ 監査報告を作成した日 

＜監査報告書の様式例＞ 

 ※ 計算関係書類・財産目録及び事業報告等の監査報告を一本化
した場合 

 

監査報告書 

 

平成２９年○月○日 

 

社会福祉法人○○福祉会 

 理事長 ○○ ○○ 殿 

 

監事 ○○ ○○ ㊞ 

監事 ○○ ○○ ㊞ 

 

 私たち監事は、平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日までの平成 28 年度

の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の

とおり報告いたします。 

 

１ 監査の方法及びその内容 

  各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整

備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書

類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会

計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしま

した。 

  さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計

算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしま

した。 

 

２ 監査意見 

 ① 事業報告等の監査結果 

  一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているもの

と認めます。 

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。 

  ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果 

    計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減

の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。 

 

 

計算関係書類・財産目録の監査 

事業報告等の監査 

4 


